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【縦覧に供する場所】 株式会社関電工 北関東・北信越営業本部 埼玉支店

（埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目９番地６）

 
株式会社関電工 東関東営業本部 千葉支店

（千葉県千葉市中央区新宿２丁目１番24号）

 
株式会社関電工 南関東・東海営業本部 神奈川支店
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（大阪府大阪市北区中之島２丁目３番18号）

 
株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社 取締役社長 社長執行役員 森戸 義美は、当社の第105期第２四半期（自 2018年７月１日 至 2018年

９月30日）の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認した。

 

 

２【特記事項】

特記事項なし。
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